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資料１（３５６） 公益施設管理運営事業 指定管理料の損失補填について 

 

１ 目的  新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、公益施設（さらら仁川・ピピア

めふ）の臨時休館を実施したことにより、利用料金の減収が発生したため、減

収分等について指定管理料の増額を行う。 

 

２ 概要 

 （１）県からの休業要請期間（４月１５日～５月２２日） 

   ア 内容 対象期間中の施設の運営費用（当該期間の指定管理料や他からの補填等で

補うことができない分に限る） 

   イ 内訳                            （単位：円） 

対象期間中の施設の運営費用 ７，３２９，９８５ 

対象期間中の指定管理料相当額（事業費を除く） △４，０３４，２４６ 

合計 ① ３，２９５，７３９ 

 

（２）県からの休業要請期間とは別に、市が臨時休館を要請した期間 

（４月１日～１４日、５月２３日～３１日） 

   ア 内容 休館したことに起因して失ったと思料される利用料収入（休館に伴い不要

となった光熱水費を除く） 

イ 内訳                            （単位：円） 

対象期間中の利用料金収入の積算額 １，８４３，４３９ 

休館に伴い不要となった光熱水費 △３６４，４８６ 

合計 ② １，４７８，９５３ 

 

（３）指定管理料増額分（①+②）     ４，７７４，６９２円 


